
東広島市公共下水道排水設備指定工事店の指定申請書提出について 

 

・申請書提出前に内容をご確認ください。 

・申請書は直接下水道施設課窓口までご持参くださいますようご協力お願いし

ます。 

 

① 公共下水道排水設備指定工事店（新規・指定更新）指定申請書（別記様式第１ 

号） 

□ 新規を○で囲み、日付け、必要事項を記入し、押印してください。 

 

② 添付書類 

次の１）～１４）までを確認し、ご用意ください。 

 

１）誓約書（別記様式第２号） 

□ 日付け（申請日）、必要事項を記入し、押印してください。 

※平成２５年度から誓約項目に「暴力団員等に該当しない」ことが追加され 

ています。 

 

２）住民票の写し（注：写しとはコピーのことではありません。） 

□ 法人事業者、個人事業者共に代表者のもの。 

 

３）事業経歴書（別記様式第３号） 

□ 申請者が個人事業者の場合のみ必要です。 

 

４）法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

□ 申請者が法人事業者の場合ご用意ください。 

□ ※登記事項証明書の代表者と指定工事店の代表者が異なる場合は委任状が

必要です。 

 

５）定款の写し 

□ 申請者が法人事業者の場合ご用意ください。 

 

６）営業所の平面図（別記様式第４号） 

□ 面積、寸法（間口、奥行）、机の配置状況等を入れたもので図示してくださ 

い。 

□ 平面図が枠内に収まりきらない場合は、別紙で作成されても構いません。 
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→ 



 

７）付近見取り図（別記様式第４号） 

□ 次のとおり作成してください。 

□ ＪＲの路線、下車駅、下車駅から貴社までの所要時間を記入してください。 

（必記です。） 

□ 付近見取図は、下車駅から貴社までの経路が詳細に図示しあるものとしてく 

ださい。※付近見取り図は詳細な物でお願いします。 

□ 最寄り駅から相当の距離があり図示が難しい場合、別紙１には貴社付近の詳 

細を図示し、別途、広域図（Ａ４版の大きさ程度）を添付していただき、最 

寄りの駅（駅により難い場合は官公庁施設等目印となる建物）と貴社の位置 

関係の判る書類を添付してください。 

 

８）専属責任技術者名簿届出書（別記様式第５号） 

□ 新規を○で囲み、日付、必要事項を記入し押印してください。 

 

９）責任技術者証の写し 

□ コピーを添付してください。 

 

１０）専属責任技術者と雇用関係を証する書類 

□ 次のア～エ中のどれかをご用意ください。 

ア・住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務者用）の写し 

イ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書と保険料領収書の写し 

ウ・従業員全員の賃金台帳の写し 

エ・源泉徴収簿と所得税納付額領収書の写し 

＊・申請者が個人事業者で責任技術者が申請者本人の場合、ア～エは不要。 

 

１１）設備及び器材届出書（別記様式第６号） 

□ 日付、必要事項を記入し、押印してください。 

 

１２）設備及び器材等の写真 

□ 写真は項目ごとに撮影してください。 

□ 店舗の写真 

・店舗の外部・内部の状態が判る物を数枚用意してください。 

□ 倉庫写真 

□ 水準測量機、その他の測量用機械器具 

・測量器具等ケースに入った物は出した状態で撮影してください。 



・距離を測る器具（巻尺・スタッフ等）も撮影してください。 

□ 電気のこぎり、ジグソー、その他切断用の機械器具 

□ ハンドグラインダー、ヤスリ、その他の加工用の機械器具 

□ 専用穿孔機、挿入機、その他の接合用の機械器具 

・穿孔機はホルソー型のものを用意してください。 

□ 点検用のミラー、ライト 

・ミラー、ライトは柄の付いたものを用意してください。 

□ 排水管を埋設する為の機械、その他の土工用の機械器具 

・バックホー、スコップ等 

・バックホーが自社所有でなくリース契約をしている場合は契約書の写し等を

用意ください。工事の度にレンタルされている場合はその旨お伝えください。 

□ 工事用車両 

・自社所有でない場合はリース契約等の写しを用意ください。 

 

１３）指定工事店資格取得状況届出書（別記様式第７号） 

□ 必要事項を記入又は「なし」を○で囲み、押印してください。 

 

１４）従事者届出書（別記様式第８号） 

□ 日付、必要事項を記入し、押印してください。 

＊従事者欄には次の方を記入してください。 

①法人事業者の場合 

登記事項証明書・全部事項証明書の役員に関する事項に記載されてある役員

全員と、排水設備工事責任技術者全員 

②個人事業者の場合 

代表者と責任技術者全員 

 

１５）申請時の手数料 

□ 申請には新規登録手数料（３万円）が必要となります。 

 

・申請後、指定工事店証の交付準備が整いましたら、お知らせ文、誓約書（指

定後７日以内に提出してください）、保証金５万円の納付書（指定後１４日

以内に納付してください）を送付します。 

・工事店証等は下水道施設課窓口でお渡しいたします。 

＊工事店証及び標示板は、下水道施設課窓口においてお渡しします（郵送不可）。 

下水道施設課     

電話 082-420-0403__ 


